
                         

統
一
地
方
選
挙
は 

延
期
に
な
り
ま
す 

 

４
月
に
予
定
さ
れ
て
い
た
福
島
県

議
会
議
員
選
挙
と
新
地
町
議
会
議

員
選
挙
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響

の
た
め
、
延
期
に
な
り
ま
す
。 

                          

詳
細
は
、
決
ま
り
し
だ
い
お
知
ら 

せ
し
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

町
選
挙
管
理
委
員
会 

（


２
１
１
１
） 

 

役
場
窓
口
業
務
は 

通
常
ど
お
り 

 

住
民
票
、
印
鑑
証
明
の
発
行
、
各

種
届
出
な
ど
の
役
場
窓
口
業
務
は
、

通
常
ど
お
り
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

土
日
・
祝
日
は
、
死
亡
届
等
の
戸

籍
の
届
出
受
付
の
み
で
す
。
各
種
証

明
書
や
戸
籍
謄
本
等
の
交
付
請
求

は
、
平
日
の
み
の
取
り
扱
い
と
な
り

ま
す
。 

 

な
お
、
受
付
時
間
は
８
時
30
分

～
17
時
15
分
で
す
。 

（
窓
口
は
大
変
混
雑
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
お
越

し
く
だ
さ
い
） 

 

ま
た
、
今
回
の
震
災
で
被
災
さ
れ

た
方
は
、
災
害
に
関
連
し
た
手
続
き

の
た
め
に
必
要
と
な
る
「
住
民
票
の

写
し
」
、
「
印
鑑
証
明
書
」
は
申
出

に
よ
り
無
料
と
な
り
ま
す
の
で
、
窓

口
で
使
用
目
的
を
お
伝
え
く
だ
さ

い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

 

町
民
課 

 

（


２
１
１
５
） 

４
月
11
日
か
ら 

保
育
所
再
開 

 

震
災
に
よ
り
保
育
所
施
設
も
大

き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
が
、
町
内

３
保
育
所
で
は
、
４
月
11
日

か

ら
保
育
業
務
を
再
開
し
ま
す
。
（
入

所
式
は
行
い
ま
せ
ん
） 

※
時
間
等
の
詳
細
は
、
保
育
所
か
ら

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

町
民
課 

 

（


２
１
１
６
） 

小
・
中
学
校 

 

町
内
各
小
学
校
お
よ
び
尚
英
中

学
校
で
は
、
次
の
日
程
で
卒
業
式
・

入
学
式
を
行
い
ま
す
。 

町
内
各
小
学
校 

卒
業
式 

４
月
12
日
 

入
学
式 

４
月
14
日
 

※
会
場
は
各
小
学
校
で
す
。 

※
時
間
等
の
詳
細
は
、
学
校
か
ら
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

尚
英
中
学
校 

入
学
式 

４
月
15
日
 

※
会
場
は
尚
英
中
学
校
で
す
。 

※
時
間
等
の
詳
細
は
、
学
校
か
ら
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

な
お
、
学
校
再
開
に
あ
た
っ
て
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
学
校
か
ら
ご
連

絡
し
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

教
育
総
務
課 

（


４
４
７
７
） 

各
種
施
設
は 

通
常
利
用
で
き
ま
せ
ん 

 

現
在
、
次
の
施
設
は
避
難
所
と
し

て
利
用
し
て
い
る
ほ
か
、
震
災
の
被

害
を
受
け
て
い
る
た
め
、
当
分
の
間

使
用
で
き
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
公
民
館
各
種
教
室
・
行
事

等
に
つ
き
ま
し
て
も
当
分
の
間
、
実

施
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ 

い
。 

新
地
公
民
館 

（
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
） 

駒
ヶ
嶺
公
民
館 

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム 

総
合
体
育
館
・
野
球
場
・
陸
上
競
技

場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

柔
剣
道
場 

町
民
プ
ー
ル 

◎
問
い
合
わ
せ 

生
涯
学
習
課 

（


２
０
８
５
） 

図
書
館
休
館
の
お
知
ら
せ 

 

震
災
に
よ
り
、
施
設
が
被
害
を
受

け
た
た
め
当
分
の
間
、
図
書
館
は
休

館
い
た
し
ま
す
。
貸
出
中
の
図
書
な

ど
は
そ
の
ま
ま
お
手
元
に
保
管
し
て

い
た
だ
く
か
、
も
し
く
は
、
ブ
ッ
ク

ポ
ス
ト
へ
返
却
願
い
ま
す
。 

 

利
用
者
の
み
な
さ
ま
に
は
ご
不
便

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

新
地
町
図
書
館
（


５
０
３
１
） 

生
涯
学
習
課 

（


２
０
８
５
） 

   

広
報 

し
ん
ち 

平
成
23
年
４
月
５
日
号 

避
難
所
は
５
か
所 

       

 

町
で
は
、
こ
の
た
び
の
大
震
災
に
よ
り
、
多
く
の
家
屋
が
被
害
を
受
け
、

死
亡
者
は
85
名
、
行
方
不
明
者
は
35
名
で
、
現
在
も
約
６
５
０
名
が
避

難
所
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
４
月
４
日
現
在
） 

避
難
所
と
避
難
者
数
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

町内の避難所 

避難所 避難者名簿人数

保健センター １５０名

新地町谷地小屋字樋掛田４０－１

尚英中学校 ７８名

新地町谷地小屋字愛宕３８ 

新地小学校 ２９３名

新地町谷地小屋字愛宕１ 

福田小学校 ９４名

新地町福田字中里１６ 

駒ヶ嶺公民館 ２７名

新地町駒ヶ嶺字新町１１ 

４月４日現在

※避難所は日々出入りがあり、人数は

変動しています。 

新地町災害対策本部（２１１１）



納
税
期
限
等
の
延
長 

 

震
災
に
よ
り
新
地
町
の
区
域
内

に
お
け
る
税
の
申
告
、
申
請
、
請
求
、

納
付
期
限
、
納
入
期
限
を
別
に
町
長

が
定
め
る
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。 

 

こ
れ
に
伴
い
、
平
成
23
年
度
の

固
定
資
産
税
、
住
民
税
、
国
民
健
康

保
険
税
、
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知

書
の
送
付
予
定
に
つ
き
ま
し
て
も
、

後
日
あ
ら
た
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。 

ま
た
、
平
成
22
年
度
分
町
県
民

税
特
別
徴
収
税
額
の
う
ち
、
平
成

23
年
３
月
分
（
４
月
11
日
納
期

限
）
～
平
成
23
年
５
月
分
（
６
月

10
日
納
期
限
）
も
納
付
期
限
の
延

長
対
象
と
な
り
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

税
務
課 

 
 

（


２
１
１
９
） 

確
定
申
告
受
付
の
日
程 

 

震
災
に
よ
り
延
期
し
て
お
り
ま
し

た
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
次
の
日

程
に
よ
り
受
付
い
た
し
ま
す
。
ま
だ

申
告
さ
れ
て
い
な
い
方
は
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
申
告
資
料
等
に
つ
き
ま
し

て
は
、
再
発
行
可
能
な
物
は
で
き
る

だ
け
準
備
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

が
、
再
発
行
が
難
し
い
場
合
は
相
馬

税
務
署
ま
た
は
、
役
場
税
務
課
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

受
付
日
時 

 

４
月
28
日

ま
で
の
平
日 

９
時
～
11
時
、 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

受
付
場
所 

役
場
１
階 

税
務
課
窓
口 

※
医
療
費
控
除
・
経
費
等
に
つ
い
て

は
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

必
ず
事
前
に
計
算
し
て
か
ら
お
い
で

く
だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

税
務
課 

 
 

（


２
１
１
９
） 

相
馬
税
務
署 
（


３
１
１
１
） 

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の 

取
扱
い
に
つ
い
て 

 

町
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
原
則
と
し

て
４
月
、
６
月
、
８
月
の
年
金
よ
り

前
年
度
の
税
額
等
を
基
に
し
た
仮
算

定
額
で
従
来
ど
お
り
徴
収
す
る
予
定

で
す
。 

 

今
後
の
減
免
等
の
手
続
等
に
よ

り
、
本
算
定
額
が
仮
算
定
額
を
下

回
っ
た
場
合
に
は
、
還
付
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

税
務
課 

 
 

（


２
１
１
９
） 

健
康
福
祉
課 

（


２
９
３
１
） 

 

                                

                                

                                

震災に係る自動車・軽自動車の廃車、税の課税保留等申立手続について 

ナンバープレート

区  分 

新地町ナンバー 

（原付・農機具等） 

福島ナンバー 

（軽自動車） 

福島ナンバー 

（普通自動車） 

廃車手続 

税の手続 

廃車・所有者移転

等の届出申請 

廃車手続等 軽自動車税課税 

保留の申立 

廃車手続等 自動車税手続 

 

窓口・連絡先 

新地町役場 

税務課 

２１１９ 

軽自動車検査協会

福島事務所 

024-546-3222 

新地町役場 

税務課 

２１１９ 

東北運輸局 

福島運輸支局 

024-546-0345 

福島県税務課 

024-521-7729 

024-521-7730 

 

 

 

 

 

 

必要書類等 

認印、ナンバープ

レート（震災によ

り紛失した場合は

不要です） 

認印、震災特例に

よる場合は被災申

立書、申請書類費

用35円 

※車検証、ナンバー

プレートがあり、

自動車検査証返納

証明書の発行を希

望する場合は＋350

円 ※ナンバー・

車体番号が不明な

場合は事前に役場

税務課で確認可能

認印 

窓口備付の課税保

留等申立書に必要

事項を記入の上提

出 

実印、印鑑証明書、

運転免許証等の身

分証明書、車検

証・ナンバープレー

ト（返納できる場

合のみ）、被災申

立書、申請書類費

用等350円＋30円 

※代理人申請の場

合は別途委任状と

代理人の身分証明

書が必要 

手続・救済措置検討

中です。 

詳細決定次第お知

らせする予定 

 

 

期   限 

別途町長が定める

日までに申請すれ

ば、平成23年度の

軽自動車税額に反

映 

別途定める日まで 別途町長が定める

日までに申立すれ

ば、平成23年度の

軽自動車税額に反

映 

別途定める日まで 別途定める日まで 

※まだ申請期限を定めておりませんが、お早めに手続きをお願いします。 



国
民
年
金
保
険
料
の 

免
除
に
つ
い
て 

 

被
災
に
伴
い
、
住
宅
や
家
財
、
そ

の
他
の
財
産
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね

２
分
の
１
以
上
の
損
害
を
受
け
ら
れ

た
方
は
、
本
人
か
ら
の
申
請
に
基
づ 

き
、
国
民
年
金
保
険
料
が
全
額
免
除

さ
れ
ま
す
。 

 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
相
馬
年
金
事

務
所
ま
た
は
役
場
健
康
福
祉
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
申
請
手

続
き
は
７
月
末
日
ま
で
で
す
。
お
忘

れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

申
請
の
際
に
は
、
免
除
申
請
書
に

被
災
状
況
届
（
国
民
年
金
保
険
料
免

除
申
請
用
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

書
類
等
は
、
相
馬
年
金
事
務
所
ま
た

は
役
場
健
康
福
祉
課
で
、
配
布
お
よ

び
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
（
本
人

が
提
出
で
き
な
い
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
） 

※
保
険
料
の
口
座
振
替
を
利
用
さ

れ
て
い
る
方
で
、
被
災
に
よ
り
今
後

の
保
険
料
納
付
が
困
難
な
方
は
、
口

座
振
替
の
停
止
手
続
を
と
っ
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
相
馬

年
金
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

相
馬
年
金
事
務
所 （



５
１
７
２
） 

健
康
福
祉
課 

（


２
９
３
２
） 

                 

各
種
健
診
・
予
防
接
種
は 

日
程
を
変
更
し
て
実
施
し
ま
す 

 

４
月
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
各
種

健
診
や
予
防
接
種
は
、
日
程
を
変
更

し
て
実
施
し
ま
す
。 

【
３
歳
児
健
診
】
役
場
３
階
正
庁 

４
月
18
日

13
時
～ 

【
３
か
月
児
健
診
・
Ｂ
Ｃ
Ｇ
】
役
場 

４
月
22
日

12
時
20
分
～ 

【
10
か
月
児
・
１
歳
児
健
診
】 

役
場
３
階
正
庁 

４
月
25
日

13
時
～ 

◎
問
い
合
わ
せ 

保
健
セ
ン
タ
ー
（


２
０
９
６
） 

                 

漁
業
者
の
み
な
さ
ん
へ 

 

相
馬
双
葉
漁
業
協
同
組
合
新
地

支
所
で
は
、
漁
業
関
係
者
の
み
な
さ

ん
か
ら
の
各
種
相
談
を
受
け
て
い
ま

す
。
毎
週
水
曜
日
に
新
地
小
学
校
に

お
い
て
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

農
家
の
み
な
さ
ん
へ 

 

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
か
ら
流
出
し
た
放
射
性
物
質

の
農
作
物
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。 

そ
う
し
た
影
響
を
少
し
で
も
回
避 

                 す
る
た
め
、
Ｊ
Ａ
そ
う
ま
で
は
、
支

部
長
会
等
を
通
じ
て
、
農
家
の
み
な

さ
ま
に
田
植
え
や
耕
運
作
業
の
延
期

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
Ｊ
Ａ
そ
う
ま
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

Ｊ
Ａ
そ
う
ま
新
地
総
合
支
店 

（


２
１
２
１
） 

被
災
さ
れ
た
事
業
主
、

労
働
者
の
方
へ 

 

震
災
で
事
業
所
が
被
害
に
あ
い
、

事
業
活
動
が
停
止
し
、
再
開
の
見
込

み
が
な
く
、
賃
金
支
払
い
能
力
が
な 

                 

い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
労
働
基
準
監

督
署
長
が
認
定
し
た
場
合
等
に
は
、

国
に
よ
る
未
払
い
賃
金
の
立
替
制
度

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
最
寄
り
の

労
働
基
準
監
督
署
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

そ
の
他
、
被
災
さ
れ
た
事
業
主
や

労
働
者
の
方
々
か
ら
の
電
話
相
談

も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
ん
な
些
細

な
こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

福
島
労
働
局 

０
１
２
０
―
５
２
６
―
０
８
８ 

 

医療機関での受診・窓口負担 
 

震災により被保険者証をなくされた方は 

被保険者証なしで受診できます 

・被災地（新地町）の住民であった方は、氏名、生年月日等を申

し出るだけで医療機関を受診することができます。（被保険者証

をお持ちの方はご持参ください。） 

・公費負担医療（※）も、手帳等の提示なしに受診できます。 

※障がい者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特

定疾患治療研究事業等 

窓口負担のお支払いは猶予または免除されます 

・以下の方については、一部負担金等の窓口負担の支払が猶予ま

たは免除されます。 

（１）災害救助法が適用されている被災地域（新地町）の住民で

あり、 

（２）以下のいずれかにあてはまる方（医療機関に申し出てくだ

さい） 

 ア．住宅が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方 

 イ．主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 

 ウ．主たる生計維持者が行方不明である方 

 エ．主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 

 オ．主たる生計維持者が失業し、現在収入がない方 

 カ．福島第１・第２原発の事故に伴い、政府の避難指示・屋内

退避指示の対象となっている方（福島第１原発から半径３０㎞圏

内） 

※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象と

なります。 

 上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、

協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、

減免または徴収の猶予が行われます。 

 医療機関では、氏名、生年月日、事業所名、住所、加入してい

る医療保険、連絡先、上記ア～カのいずれにあてはまるか等につ

いてお話しください。 

 

◎問い合わせ 

厚生労働省保険局総務課 ０３－３５９５－２５５０ 

厚生労働省保険局医療課 ０３－３５９５－２５７７ 

 



応
急
危
険
度
判
定 

 

町
で
は
、
家
屋
等
の
被
災
建
築
物

応
急
危
険
度
判
定
を
行
い
ま
し
た
。

判
定
結
果
は
、
罹
災
証
明
や
被
災
建

築
物
の
恒
久
的
使
用
を
目
的
と
し

た
調
査
と
は
異
な
り
、
二
次
災
害
を

防
止
す
る
た
め
の
調
査
で
す
。 

判
定
士
に
よ
る
判
定
を
受
け
た
家

屋
は
緑
、
黄
、
赤
色
の
紙
を
貼
り
付

け
し
て
あ
り
ま
す
。
各
色
の
意
味
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

緑
紙
：
こ
の
建
物
は
使
用
可
能
で
す
。 

黄
紙
：
こ
の
建
物
に
立
ち
入
る
場
合

は
十
分
注
意
が
必
要
で
す
。
こ
の
建

物
を
応
急
的
に
補
強
す
る
場
合
に

は
、
ご
自
身
で
建
物
の
施
工
業
者
や

建
築
士
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

赤
紙
：
こ
の
建
物
に
立
ち
入
る
こ
と

は
危
険
で
す
。
こ
の
建
物
に
立
ち
入

る
場
合
は
、
ご
自
身
で
建
物
の
施
工

業
者
や
建
築
士
等
に
ご
相
談
の
う

え
、
措
置
を
行
っ
た
後
に
し
て
く
だ

さ
い
。 

※
二
次
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
瓦

な
ど
が
落
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
だ
け
で
も
「
赤
紙
」
が
貼
っ
て
あ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
倒
壊
し
た

り
、
柱
や
基
礎
に
重
大
な
損
傷
を
受

け
て
い
た
り
し
な
け
れ
ば
、
必
要
な

補
修
を
し
て
継
続
使
用
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

都
市
計
画
課 

（


２
１
１
３
） 

下
水
道
の
状
況 

 

震
災
に
よ
り
、
町
内
の
下
水
道
お

よ
び
下
水
処
理
施
設
も
深
刻
な
被

害
を
受
け
、
通
常
の
処
理
が
で
き
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
下
水
道
に
接

続
さ
れ
て
い
る
ご
家
庭
は
、
次
の
よ

う
な
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。 

・
ト
イ
レ
で
は
、
ご
み
袋
を
準
備
し
、

使
用
済
み
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

を
流
さ
ず
、
ゴ
ミ
袋
に
捨
て
る
。 

・
台
所
で
は
、
食
器
・
鍋
等
を
ふ
き

ん
等
で
拭
き
取
っ
て
か
ら
洗
う
。 

・
洗
濯
は
、
洗
剤
の
入
れ
る
量
を
減

ら
す
。 

・
風
呂
で
は
、
せ
っ
け
ん
、
シ
ャ
ン

プ
ー
の
量
を
減
ら
す
。 

節
水
を
心
が
け
、
排
水
す
る
量
が
減

る
よ
う
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

町
内
の
下
水
道
の
稼
動
状
況  

新
地
浄
化
セ
ン
タ
ー
・ 

今
泉
処
理
場
： 

津
波
に
よ
り
機
能
停
止 

福
田
・
真
弓
処
理
場
：
稼
働
中  

※
応
急
対
策
と
し
て
、
大
戸
浜
地
区

と
今
泉
地
区
に
仮
設
ト
イ
レ
を
設
置

し
て
い
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

都
市
計
画
課 

（


２
１
１
３
） 

ご
注
意
く
だ
さ
い 

 

震
災
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
ガ
ソ
リ

ン
の
盗
難
や
被
害
の
あ
っ
た
家
屋
か

ら
の
盗
難
、
車
上
荒
ら
し
な
ど
の
犯

罪
が
増
加
し
て
い
ま
す
。 

 

被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に
、
貴
重

品
は
車
の
中
に
置
か
な
い
な
ど
の
対

策
を
お
願
い
し
ま
す
。 

ま
た
、
便
乗
商
法
や
保
証
金
詐
欺

な
ど
の
悪
質
商
法
の
被
害
も
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
。
少
し
で
も
不
審
に
思

う
場
合
は
、
す
ぐ
に
契
約
せ
ず
に
、

左
記
の
連
絡
先
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

 

相
馬
警
察
署 

（


３
１
９
１
） 

町
民
課 

 
 

（


２
１
１
６
） 

悪
質
商
法
１
１
０
番 


０
１
２
０
―
２
１
４
―
８
８
８ 

            

                                

                                

ゴミ収集日（４・５月分） 
【福田・駒ヶ嶺地区】 

月 燃えないゴミ 粗大・有害ゴミ 資源ゴミ（紙類）

４ ５日・14日・

26日 

９日 

５ 10日・17日・

26日 

 

しばらくの間、 

お休みします 14日 

※燃えるゴミについては、毎週月・木曜日に収集 
 

【新地地区】 

月 燃えないゴミ 粗大・有害ゴミ 資源ゴミ（紙

類） 

４ ７日・19日・

28日 

９日 

５ 12日・19日・

31日 

 

しばらくの間、 

お休みします 14日 

※燃えるごみについては、毎週火・金曜日に収集 

（岡・杉目地区は今までと同じ月・木曜日の収集です） 

◎問い合わせ 町民課（２１１６） 

しんちゃんＧＯ運行中 
 のりあいタクシーしんちゃんＧＯは、公立相馬病院

線と新地まちなか線で運行しています。 

利用方法 

①電話予約をする ②自宅・避難所等から目的地へ 

※１ 乗降できる場所は、町内全域（道路状況による

制限あり）、相馬市は公立相馬総合病院と相馬駅（一

部）です。停留所はありません。自宅・病院・商店等

で到着をお待ちください。 

※２ 複数の方の乗合利用となります。目的地に直行

する通常のタクシーとは異なりますので、到着時間に

余裕がある場合にご利用ください。 

※３ 必ず電話予約をお願いします。利用予定を変更

（キャンセル）したい場合は、直ちに「情報センター」

にご連絡をお願いします。 

利用料金 １回３００円 ※津波で被災し、避難所ま

たは親戚・知人宅に身を寄せている方は無料 

◎予約 しんちゃんＧＯ情報センター（２３３８）

避難所救護センターを

開設しています 
 

医 師 三井記念病院・横須賀共済病院 

場 所 役場１階１０３会議室（24時間対応） 

 どなたでもご利用いただけますので、具合

の悪い方、体調に不安のある方は無理をせず、

お早めに医師にご相談ください。 



福島交通・宮城交通 

相馬～新地～仙台／新地～相馬～福島 

 福島交通と宮城交通では、相馬・新地～仙台線と新地・相馬～福

島線のバスを運行しています。 

【相馬・新地～仙台線】 

町内乗降場所 小川公会堂東側国道６号 

仙台乗降場所 宮交仙台高速バスセンター（駅西） 

運賃 大人片道１，５００円（小児半額）  予約不要 

※座席定員制ですので、満席時にはご乗車いただけません。 

※道路状況により、遅れる場合や運行を中止することがありますの

で、ご了承ください。 

相馬・新地 → 仙台 

○：相馬市役所前 6：30 10：00 15：00 17：00

○：相馬営業所 6：35 10：05 15：05 17：05

○：小川公会堂東側 6：55 10：25 15：25 17：25

△：仙台駅前 7：55 11：25 16：25 18：25

仙台 → 新地・相馬 

○：仙台駅前 7：30 9：00 14：30 18：30

△：小川公会堂東側 8：30 10：00 15：30 19：30

△：相馬営業所 8：50 10：20 15：50 19：50

△：相馬市役所前 8：55 10：25 15：55 19：55

○：乗車のみ  △：降車のみ 

【新地・相馬～福島線】 

町内乗降場所 小川公会堂東側国道６号 

福島乗降場所 福島駅東口 

運賃 新地～福島 大人片道１，５００円（小児半額） 

   相馬～福島 大人片道１，０００円（小児半額） 

   相馬～新地 大人片道  ５００円（小児半額） 

予約不要 

※座席定員制ですので、満席時にはご乗車いただけません。 

※道路状況により、遅れる場合や運行を中止することがありますの

で、ご了承ください。 

新地・相馬 → 福島 

○：小川公会堂東側 7：15 10：45 13：25 18：05

●：相馬営業所 7：35 11：05 13：45 18：25

●：相馬市役所前 7：40 11：10 13：50 18：30

△：福島市役所前 9：00 12：30 15：10 19：50

△：福島駅東口 9：05 12：35 15：15 19：55

福島 → 相馬・新地 

○：福島駅東口 8：20 10：00 16：00 18：30

○：福島市役所前 8：25 10：05 16：05 18：35

●：相馬市役所前 9：45 11：25 17：25 19：55

●：相馬営業所 9：50 11：30 17：30 20：00

△：小川公会堂東側 10：10 11：50 17：50 20：20

○：乗車のみ  △：降車のみ  ●：乗降可能 

◎問い合わせ 福島交通相馬営業所（２１７１） 

                                

                                

                                

                                

                                

はらまち旅行バス 

相馬～新地～仙台駅 
 はらまち旅行では、相馬・新地～仙台の直行バスを

運行しています。 

【往路】出発時間 

6：30 相馬法務局前  

→ 6：40 小川公会堂東側国道６号 →仙台駅東口

【復路】出発時間 

18：30  仙台駅東口 

→ 小川公会堂東側国道６号 → 相馬法務局前 

運賃 片道１，５００円  予約不要 

※座席定員制ですので、満席時にはご乗車いただけま

せん。 

※道路状況により、遅れる場合や運行を中止すること

がありますので、ご了承ください。  

◎問い合わせ はらまち旅行（0224-25-7998） 

仙台・福島方面
バス運行情報

広報 しんち 平成23年４月５日号 


